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電気工作物の工事・維持・運用を規制し、電気使用者の利益を保護し

公共の安全の確保と環境の保全を図る

目的達成のため、持続的な保安管理体制の構築が必要であり、保安規制には、

設置者自らが行う｢自主保安体制｣と国の直接関与に大別

【 目 的 】 電 気 事 業 法 ( 以 下 「 法 」 ) 第 1 条 ）

この法律は、電 気 事 業 の 運 営 を 適 正 か つ 合 理 的 な ら し め る こ と に よ っ て 、 電 気 の
使 用 者 の 利 益 を 保 護 し 、 及 び 電 気 事 業 の 健 全 な 発 展 を 図 る と と も に 、 電 気 工 作 物
の 工 事 、 維 持 及 び 運 用 を 規 制 す る こ と に よ っ て 、 公 共 の 安 全 を 確 保 し 、 及 び 環 境 の
保 全 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

(1) 電気事業法の目的

1．電気事業法の安全規制
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環境影響評価

｢自主保安体制｣

技 術 基 準

保 安 規 程

主 任 技 術 者

法定自主検査

使用前自己確認

作成・届出・遵守義務（法42条）

適 合 ・ 維 持 義 務（法39条）

選任・解任届出義務（法43条）

検査・記録保存義務（法51､52､55）

自己確認・記録保存義務（法51の2）

法51 使用前自主検査 52 溶接事業者検査 55 定期自主検査

・10kW以上2000kW未満の太陽電池発電所の設置
・500kW未満の風力発電所の設置 等（ 別表6､7）

作成届出義務(法第46条の2)

(2) 法体系（自主保安体制）

1 . 電 気 事 業 法 の 安 全 規 制
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法107-1 原子力発電工作物設置者等 法107-2 電気事業者
法107-3 一般送配電事業者等 法107-4 自家用電気工作物
法107-5 一般用電気工作物の設置場所 の設置者

｢国の直接関与｣

工事計画の届出（法48）

安全管理審査結果の評定（法51､55）

使 用 開 始 届 出（法53）

地位承継届出（法55の2）技術基準適合命令（法40）

保安規程変更命令（法52）

免状返納の命令（法44）

外部委託承認の取消（施53）

報 告 の 徴 収（法106）

立 入 検 査（法107）

（施：電気事業法施行規則）

（令和5年3月20日から審査は、全て登録安全管理審査機関が実施）

(3) 法体系（国の直接関与）

【罰則等】
・第120条第9項 30万円以下 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避【法 第 107条 第 2 ～5項】
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事故の未然防止と公害防止等に寄与する

(1) 立入検査の目的

2.立入検査（火力）の実施概要

電気工作物の維持・管理・運用に関する自主保安体制
が構築され、適切に機能しているか、巡視点検記録等を
確認し、また、 必要に応じ改善指示・指導することによって、
保安の適正化を図る
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1)電気事故報告があった事業場

2)技術基準適合命令を受けた事業場

3)経年劣化のおそれがある事業場

4)新技術を導入している事業場

5)電気事故が発生した場合、社会的影響が大きい

と認められる事業場

6)保安の確保が適切でないおそれのある事業場

7)その他

(2) 立入検査事業場の選定

2 . 立 入 検 査 （ 火 力 ） の 実 施 概 要
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・ 計 画 的 保 安 教 育 ・ 訓 練 等 の 実 施 状 況
・ 日 常 点 検 等 実 施 状 況
・ 各 種 記 録 の 整 備 ・ 保 存 状 況
・ 保 安 規 程 見 直 し 、 実 施 細 則 等 の 整 備 状 況

1 )保安規程の遵守状況 2)主任技術者の執務状況

3)関係法令の諸手続状況 4)技術基準の適合状況

・ 設 置 者 へ の 保 安 に 関 す る 意 見 ・ 具 申 状 況
・ 保 安 業 務 の 監 督 状 況
・ 点 検 等 で 確 認 し た 不 具 合 事 象 へ の 対 応 状 況

・ 保 安 規 程 、 主 任 技 術 者 の 変 更 等
・ 公 害 に 関 す る 報 告 等 （ 名 称 等 変 更 ）
・ 工 事 計 画 等 の 届 出 状 況
・ P C B 機 器 に 関 す る 届 出 状 況

・ 発 電 設 備 、 燃 料 設 備 及 び 受 変 電 設 備 等 、 電 気
工 作 物 の 施 設 状 況 を 確 認
（ 立 入 禁 止 表 示 、 接 地 線 、 電 線 路 、 発 電 設 備 等 の
施 設 状 況 及 び 、 運 転 状 況 の 確 認 ）

原則、ＢＴ・電気主任技術者の立会のもと、保安規程等を遵守
しているか、記録及び現場の状況を確認

(3) 立入検査の実施内容

2 . 立 入 検 査 （ 火 力 ） の 実 施 概 要

法令等違反を確認した場合は、その事実関係を記した「確認書」を取り交わ
し、改善（又は改善計画）の報告を求めています。
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改善（又は改善計画）報告を求めた場合の対応。

第1ステップ
（立入検査）
「確認書」

第2ステップ

第3ステップ

報告内容不十分（法違反継続）、改善報告なし

改善（又は改善計画）報告書の期限内報告

『改善命令』等
の行政処分

厳 重 注 意
(改善報告書依頼)

終了

厳重注意に従わない
被検査者名等の情報公開

被検査者名・処分内容等
を公開

期限内報告 終了

(4) 改善指示事項への対応

2.立 入 検 査 （ 火 力 ） の 実 施 概 要
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過去5年間の立入検査実施件数（火力）

(5) 立入検査の実施結果（実施件数）

2 . 立 入 検 査 （ 火 力 ） の 実 施 概 要

　　　　　　　　　　　　　年度
　発電種別

Ｈ ３１(元)
（２０１９）

R　２
(２０２０)

R　３
(２０２１)

R　４
(２０２２)

R　５
(２０２３)

汽　　力 4 5 4 2 9

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ
（汽力複合含む） 1

内 燃 力 1

計 5 4 4 2 10
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過去5年間の立入検査指摘件数（火力）

(6) 立入検査の実施結果（指摘件数）

2 . 立 入 検 査 （ 火 力 ） の 実 施 概 要

Ｈ 31(元)
（2019）

R　2
(2020)

R　3
(2021)

R　4
(2022)

R　5
(2023)

　(1)技術基準維持義務に違反 1 2
　(2)保安規程の変更届出義務違反
  　（変更する必要あり含む） 1 1 2
　(3)保安規程遵守義務違反 3 3 1
　(4)主任技術者の保安監督の状況
　　が不適切

1 1 2

4 2 4 1 7
5 4 4 2 10
(4) (1) (3) (1) (4)

立入検査実施事業者数
（うち指摘事業者数）

　(5)その他 　(関係法令手続き不備)

合　  計　（指摘件数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　　項　目

法第３９条第１項

法第４２条第２項
（同条第３項）

法第４２条第４項

法第４３条第４項
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令和5年度 立入検査の指摘内容（火力）

(7) 立入検査の実施結果（指摘内容）

2 . 立 入 検 査 （ 火 力 ） の 実 施 概 要

項　目
指摘
件数

　(1)技術基準維持義務に違反 2

　(2)保安規程の変更届出義務違反
  　（変更の必要あり） 2

　(3)保安規程遵守義務違反 1

　(4)主任技術者の保安監督の状況
　　が不適切

　(5)その他 　(関係法令手続き不備) 2
組織再編(管理部門を子会社化)による主任技術者の選解未届出。
非常用発電機に係る工事計画届出書の確認ができない。

指　摘　内　容

低圧ケーブルと弱電流電線が接触。
電技省令に定める絶縁性能を有していない。

保安規程で定める保安組織が実態と相違。
保安規程で定める手入れ基準記録が実態と相違。

主任技術者の代務者が未指名。

異常なし？
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(8) 立入検査の実施結果（過去の指摘事例）

2 . 立 入 検 査 （ 火 力 ） の 実 施 概 要

項　目

　1)技術基準維持義務
　　（法第39条第1項）

　2)保安規程の(変更)届出義務
  　（又は変更が必要）
　　（法第42条第2項（第3項））

　3)保安規程遵守義務
　　（法第42条第4項）

　4)主任技術者の執務義務
　　（法第43条第4項）

　5)その他関係法令手続き

　6)指導事項

・工事完成した後、主任技術者の確認記録がない
・主任技術者が選任事業場に常駐していることが未確認

・定期事業者検査を実施すべき時期に未実施
・ばい煙発生施設に係る代表者及び名称の変更が未届出
・PCB含有電気工作物設置届出等が未届出

・竣工検査の良否判定の明確化について（エビデンス化）
・保安教育・訓練の創意工夫について（コミュニケーションの重要性）
・発電所のサイバーセキュリティに係る規定と、本社規定の整合が必要
 （制御は、完全に独立したシステム）
・点検、監視等のチェックリストに管理値等記載（だれでも容易にチェック）

指　摘　事　例（指導事例）

・高圧受配電設備の出入り口に立入禁止の表示がない
・電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない
・高圧屋内配線と他の屋内配線が接触している

・保安規程を変更していたが、その届出がない（第2項）
・指揮命令系統図や、連絡系統が実態と相違（第3項））
・発電所の長期停止における保全方法の定めがない（細則等なし）（第3項））

・日常巡視頻度が現状の頻度と相違
・保安規程に基づく巡視、点検及び測定が未実施
・保安教育及び訓練の年度計画が未作成
・保安に従事する者に対して保安教育・訓練が未実施（記録がない）
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【法 第 4 3 条 第 4 項】
主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

2 )職務の誠実な実施を要求

3)従業員等への（適切な）指示
【電 事 法 第 4 3 条 第 5 項】
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければ
ならない。

主任技術者は、その職務を誠実に行うとともに、保安従事者に対して、
電気保安に関し（適切に）指示することを法で要求

3 主任技術者の責務と立場

1)主任技術者の選任義務
【電 事 法 第 4 3 条 第 1 項】
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務
省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

・第118条第7項 300万円以下 主任技術者未選任【第 4 3 条 第 1 項】
・第120条第1項 30万円以下 主任技術者選任届出【法 第 4 3 条 第 3 項】
・第128条第3号 10万円以下 免状の未返納【法第44条第4項（返納命令［主任技術者職務専念違反の場合］）】

【罰則等】
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電
気
事
故
が
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火災・破損事故
生産活動等の停止
経 済 的 損 失

波 及 事 故 周辺需要家の停電

感電/損壊事故 死亡に至るケース

社
会
的
に

重
大
な
影
響

4.電気事故発生による影響

<<事故の未然防止のために>>

・日頃から、各機器の異音、ボイラーの燃焼状態等の些細な変化に注意

・万が一事故又は、故障・トラブル等が発生した場合、十分な原因究明と再発防止策を検討

・電気工作物のメーカー推奨期間等を大きく超えた使用機器等の計画的な更新

<<保安意識の向上のために>>

・設置者等に対し、電気事故の危険性と安全確保の必要性等の十分な説明

・発電設備等の工事の実施は、作業手順等を確認（定め）

・保安教育において、作業手順や各種操作マニュアル等みんなで再確認

ゼロ災︕ ヨシッ︕!
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（参考）主な立入検査時確認資料（別途指示）

＜あらかじめ提出をお願いしているもの＞
⑴保安規程の写し（保安管理組織図等含む）
⑵ 事業場の組織図
⑶ サイバーセキュリティに係る管理組織図及びネットワーク構成図
⑷ 構内平面図（施設配置図）及びサイバーセキュリティ区画管理図
⑸ 単線結線図（高圧以上記載のもの）
⑹ 「ばい煙・騒音・振動に関する説明書」等 公害に関する説明書の写し
⑺ 立入検査資料（事業場の概要、保安教育、トラブル発生状況等）

［確認する記録及び各種規定類等］
・ 保安組織、業務分掌等に関する規定類
・ 巡視、点検、検査に関する基準及び記録
・ 不良事項の措置に関する記録
・ 日常及び異常時に於ける操作手順、マニュアル等
・ 運転日誌、保安日誌等
・ 事故等、異常時の連絡・報告体制表
・ 災害対策(対応)マニュアル等
・ サイバーセキュリティに係るマニュアル等
・ 記録様式、保存年限を定めた規定類
・ 電気事業法に基づき提出した書類の控
・ 公害防止に関する規定類及び測定記録
・ 各電気工作物の配置、構造図、取扱説明書
・ 蒸気・燃焼ガス及び燃料系統図等の系統図
・ 配管系統図及び、 単線結線図

立入検査を円滑に進めるため、立入検査資料の作成・事前提出をお願い
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【保安規程記載例】

第○章 電気工作物の巡視、点検、検査及びサイバーセキュリティの確保

○条（サイバーセキュリティの確保）

電気工作物の保安を確保するため、「自家用ＧＬ」及び「○○マニュアル等別で定める

もの」に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずる。

●詳細は社内規定やマニュアル等で規定。

また、自家用ＧＬ第2-2条においてセキュリティ管理責任者の任命等を要求。

このため、保安規程別表「保安管理体制図」に反映することを推奨。

サイバーセキュリティの確保するため保安規程に反映

根拠（考え方）
・ 施行規則第50条（保安規程）

第3項第九号（その他保安上必要な事項）
その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し
必要な事項
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●事故発生による社会的、経済的損失等を与えることを理解

●あらゆる機会を通じ、電気保安のスキルアップが必要

●運転監視や巡視点検時の些細な変化や異常に注視

●万が一に備えた緊急時対応策の整備見直しが必要

● 保 安 従 事 者 全 員 が 想 定 さ れ る リ ス ク の 管 理 を 共 有 す る と と も
に、改善点や管理方法の定期的な見直しの仕組みを構築。

● 電 気 保 安 は 、 「 皆 で 考 え 」 「 皆 で 実 践 」 十 分 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ンによる取り組みが必要

こうした地道な取り組みが、自主保安体制の構築に不可欠。

5.立入検査結果の総 括（まとめ）

自主保安体制をより一層構築するために、主任技術者が中心となって、
電気保安に対する意識の向上のための継続した取り組みが必要
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関東東北産業保安監督部
東北支部 電力安全課

ご 安 全 に !!安全確認︕ ヨシッ︕

令和6年度 BT主任技術者会議

今 後 と も 電 気 保 安 行 政 へ の ご 理 解 と ご 協 力 を よ ろ し く お 願 い し ま す 。

ご静聴ありがとうございました。
＜気づきの一助となれば幸いです＞

危険注意︕
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